
１　開催日時

  　令和７年５月２２日（木）１８：００～

２　開催場所

　　宇部市役所４階　教育委員室　

３　その他の事項

令和７年（２０２５年）５月（第７回） 教育委員会会議

　・文化財審議会委員の任命について

　・宇部市立図書館協議会委員の任命について

　・宇部市地域学校協働活動推進員の委嘱について

　・寄附の報告について

　・適正規模・適正配置について

　・市長記者会見について
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適正規模・適正配置について 

教育総務課 

 

地域協議会について 

 

１ 設置の目的 

   児童生徒にとって最適な教育環境を実現するために進める、宇部市立小中学校適

正規模・適正配置計画に基づく取組について、情報の共有と円滑な実施に向けた必要

な事項の調整を図るため、地域協議会を設置する。 

 

２ 構成地区 

地域協議会の名称 地域協議会の構成地区 

藤山中学校区地域協議会 鵜の島地区、藤山地区 

神原中学校区地域協議会 神原地区、見初地区、琴芝地区 

西岐波中学校区地域協議会 西岐波地区、常盤地区 

 

３ 開催日（予定） 

   ５月 26 日（月） 第１回 藤山中学校区地域協議会 

   ５月 28 日（水） 第１回 神原中学校区地域協議会 

   ６月下旬       第１回 西岐波中学校区地域協議会 
   

    第 1 回地域協議会次第（全協議会共通） 

      1 委嘱状交付 

      2 教育長挨拶 

      3 委員及び事務局職員紹介 

      4 会長・副会長選任 

      5 議事 

（1）計画の確認  

（2）協議会の位置づけと今後のスケジュールについて 

（3）課題の抽出について 

      ６ その他 

 

 



令和７年度宇部市地域学校協働活動推進員の委嘱について  

 

 

「宇部市地域学校協働活動推進員設置要綱」の規定に基づき、令和７年３月３１日付

けで任期満了となった宇部市地域学校協働活動推進員の改選を行いました。 

新たな推進員の構成等については、以下のとおりです。 

 

１ 推進員総数 

  ２８人 

 

２ 推進員の任期 

  令和７年４月１日～令和８年３月３１日（１年間） 

 

３ 新任・再任別 

  新任… ４人（岬、二俣瀬、小野、常盤） 

  再任…２４人 

 

４ 女性委員の割合 

  １５人／２８人（５１．７％） 

 

 

 

社会教育法【抜粋】 

（地域学校協働活動推進員） 

第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社

会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、

地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。 

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の

施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協

働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。 

 

 

 

宇部市地域学校協働活動推進員設置要綱【抜粋】 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会教育法第９条の７第１項に基づき宇部市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が委嘱する地域学校協働活動推進員（以下「推進員」という。）に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 推進員は、社会教育法第５条第２項に基づく地域学校協働活動に関する事項に

つき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図ると



ともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、宇部市立の各小学校区（以下「学校区」という。）に推進員を置く

ことができる。 

（定数） 

第４条 推進員の数は、各学校区１名を原則とする。ただし、地域の実情を考慮のうえ、

各学校区に複数名の推進員を置くこと及び同一の推進員が複数の学校区を担当するこ

とを妨げない。 

（資格及び委嘱） 

第５条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校

区のふれあいセンター館長の推薦により、教育委員会がこれを行う。 

（1）地域において社会的信望がある者 

（2）地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者 

（任期及び解嘱） 

第６条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。た

だし、再任を妨げない。 

２ 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了

前であっても委嘱を解くことができる。 

（1）心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる

場合 

（2）その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合 

（活動内容） 

第７条 推進員の活動内容は、次の各号のとおりとする。 

（1）地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動 

（2）地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動 

（3）学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動 

（4）その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動 

 

 



任期：令和７年４月１日～令和８年３月３１日（要綱第６条）

№ 学校名 氏　名 新規・継続

1 山 根　寛 継続

2 松田　昌枝 継続

3 正司　マキコ 継続

4 西岐波小学校 宮森　由香里 継続

5 恩田小学校 石川　悦子 継続

6 上宇部小学校 熊毛　千恵 継続

7 岬小学校 藤原　美希 新規

8 牧野　共明 継続

9 松本　鉄己 継続

10 琴芝小学校 石𠩤　孝行 継続

11 神原小学校 江嶋　亜企雄 継続

12 新川小学校 川﨑　雅行 継続

13 鵜ノ島小学校 麻生　都 継続

14 藤山小学校 西田　豊 継続

15 厚南小学校 川﨑　裕美 継続

16 片岡　伸也 継続

17 駄阿　泉 継続

18 厚東小学校 小林　征和 継続

19 二俣瀬小学校 辻岡　澄子 新規

20 小野小学校 戎谷　孝之 新規

21 常盤小学校 村井　雄一 新規

22 小羽山小学校 宮本　良子 継続

23 西宇部小学校 山根　昌子 継続

24 川上小学校 大塚　徹 継続

25 黒石小学校 杉永　美佐子 継続

26 吉部小学校 髙無　志津子 継続

27 万倉小学校 河﨑　文夫 継続

28 船木小学校 𠮷田　道子 継続

東岐波小学校

見初小学校

原小学校

令和７年度　地域学校協働活動推進員　名簿



 

宇部市文化財保護条例 抜粋 

 

 

第六章 宇部市文化財審議会 

(設置) 

第四十三条 教育委員会の諮問に応じ、本市の区域内に存する文化財の保存及び活用に関

して調査審議させるため、宇部市文化財審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

(組織) 

第四十四条 審議会は、委員十人以内で組織する。 

2 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。 

(任期) 

第四十五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

(会長) 

第四十六条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその

職務を代理する。 

(会議) 

第四十七条 審議会は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

(幹事) 

第四十八条 審議会に幹事若干人を置く。 

2 幹事は、関係職員のうちから教育委員会が任命する。 

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 

4 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 



担当課等名

令和７年５月１日現在

氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 役職等 専門分野 就任年月日 在任期間 任期

1 岩元　修一 いわもと　しゅういち 男 68 元宇部工業高等専門学校 元教授 古文書　歴史資料 2007年4月1日 18年目 2025年5月1日　～　2027年4月30日

2 福田　善子 ふくだ　よしこ 女 45 山口県立萩美術館・浦上記念館 学芸員 日本絵画　美術工芸品 2025年5月1日 1年目 2025年5月1日　～　2027年4月30日

3 戸坂　芳朗 とさか　よしろう 男 48 山口県樹木医会 － 天然記念物(植物) 2021年5月1日 4年目 2025年5月1日　～　2027年4月30日

4 松本　久美子 まつもと　くみこ 女 56 周南市美術博物館 学芸員 歴史全般　博物館 2011年4月1日 14年目 2025年5月1日　～　2027年4月30日

5 若山　さやか わかやま　さやか 女 53 山陽小野田市歴史民俗資料館 館長 歴史全般　博物館 2013年4月1日 12年目 2025年5月1日　～　2027年4月30日

6 渡邊　一雄 わたなべ　かずお 男 72 元梅光学院大学 元教授 考古学　史跡 2007年4月1日 18年目 2025年5月1日　～　2027年4月30日

宇部市学びの森くすのき・地域文化交流課

宇部市文化財審議会　委員名簿



新たに任命された委員

区　　分 氏　　名 性別 所属・役職名 任期

学校教育の関係者 末次　倫子 女
　船木小学校
校長

任命日
～

令和8年5月31日

学校教育の関係者 江藤　弘康 男
　桃山中学校
校長

任命日
～

令和8年5月31日

辞任した委員

区　　分 氏　　名 性別 所属・役職名 任期

学校教育の関係者 能美　三枝子 女
　吉部小学校
校長

令和6年6月1日
～

令和7年3月31日

学校教育の関係者 叶屋　良太 男
　常盤中学校
校長

令和6年6月1日
～

令和7年3月31日

宇部市立図書館協議会委員任命の件



任期： 任命日～令和８年５月３１日

1
ｽｴﾂｸﾞ ﾄﾓｺ
末次　倫子

女 54
１年目
（新任）

2
ｴﾄｳ ﾋﾛﾔｽ
江藤　弘康

男 52
１年目
（新任）

3
ﾀｹｶﾞﾜ　ｶｽﾞｼｹﾞ
竹川　和成

男 63 ２年目

4
ｱﾘﾀ  　ﾀｶｺ
有田　卓子

女 70 ６年目

5
ｵｷﾀ　  ｻﾖｺ
沖田　佐代子

女 71 ２年目

6
ｴｸﾞﾁ　ｴｲｺ
江口　英子

女 76 ６年目

7
ﾏﾂｵｶ　ｻﾁｺ
松岡　幸子

女 56 ２年目

8
ｲﾉｳｴ  ｷﾐﾋﾄ
井上　公仁

男 50 ２年目

9
 ﾐﾜ　  ﾅｵﾕｷ
三輪　直之

男 62 ２年目

10
ﾏｽﾅｶﾞﾏﾓﾙ
枡永　塁

男 53 ６年目

性別
在任
年数

年齢所属・役職名

宇部市立図書館協議会委員一覧

区分 氏　　名№

学
識
経
験
者

宇部市母子保健推進協議会
理事

宇部市ＰＴＡ連合会
副会長

宇部フロンティア大学
教授

株式会社宇部日報社
取締役新聞局長

女性委員の比率　５名／１０名　　５０％

宇部市小学校長会
船木小学校　校長

宇部市中学校長会
桃山中学校　校長

図書館登録団体
グリムの会　運営委員

図書館登録団体
くれよん　代表

図書館登録団体
対面朗読の会　副会長

図書館登録団体
点訳すずかけの会　副会長

学
校
教
育
の
関
係
者

社
会
教
育
の
関
係
者

家
庭
教
育
の
向
上
に
資

す
る
活
動
を
行
う
者



○宇部市立図書館協議会設置条例 

昭和二十八年六月二十三日 
条例第四十四号 

第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十四条第一項の規定に基づき、宇部市立図書館に宇

部市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 
(平二四条例一三・一部改正) 
第二条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから宇部市教育委員会(以下「委

員会」という。)が任命する。 
一 学校教育及び社会教育の関係者 
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者 
三 学識経験者 

(平二四条例一三・全改) 
第三条 委員の定数は、十人以内とする。 
(平二四条例一三・追加) 
第四条 委員の任期は、二年とする。 
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(平二四条例一三・旧第三条繰下・一部改正) 
第五条 委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも、これを解任することができ

る。 
(平二四条例一三・旧第四条繰下) 
第六条 委員には、別に条例の定めるところにより報酬を支給し、及びその職務を行うために要した費

用を弁償する。 
(平二四条例一三・旧第五条繰下) 
第七条 協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
(平二四条例一三・旧第六条繰下) 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和三十五年三月三十日条例第七号) 
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。 

附 則(平成二十四年三月三十日条例第十三号) 
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。 

 
 
○宇部市立図書館協議会規則 

昭和四十二年十月十一日 
教育委員会規則第三号 

(目的) 
第一条 この規則は、宇部市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定

めることを目的とする。 
(役員) 
第二条 協議会に委員長及び副委員長一人を置く。 
2 前項の役員は、委員の互選による。 
(職務) 
第三条 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 
(招集) 
第四条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 
附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 
附 則(昭和四十八年十一月一日教委規則第四号) 
この規則は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 
 



寄　　　　　附 （４月分）

令和7年5月22日 報告

金　額　等 趣　旨　等

令和7年4月4日 匿　　　名 5,000 円 交通遺児のため
として

(平成２４年度から通算１５６回目)

寄附年月日 寄　　附　　者


